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「賀
茂
神
主
改
補
の
事
」
覚
え
書

　

1

『太
平
記
』
注
解
補
考
二
ー
(

*

長

坂

成

行

要

旨

小

稿

の
趣
旨

は
前

稿

(
「
日
吉

社
を
め
ぐ

る
断
章

二
、

三
1

『
太
平

記
』
注
解
補
考

　一
1

」
、
本
誌

二

八
号
、

二

〇
〇

〇
年

三

月
)

に
同
じ

く
注

解

の
補
訂

で
、

巻
十

五

(「賀

茂
神
主
改
補

の
事
」
を

め
ぐ
る

二
、

三
の
問
題

に

つ
い
て
論
じ
た

。
賀
茂

の
神
主

基
久
女
を

め
ぐ
る
二
宮

の
競

い
合

い
の
話

は
、
帥
宮

(後
醍
醐
天
皇
)
と
後
伏
見
院

の

物
語
と

し
て
受
容

で
き
る

こ
と
、
改
補

さ
れ
た
と
あ
る
基
久

・
貞
久
は
系

図
お
よ
び
賀

茂
別

雷
神
社

『
社
務
補
任
記
』

に
よ
り

、
貞

(定

)
久

・
教
久

の
交
替
劇
を
準
拠

と
し

て
想
定

で
き

る
こ
と
、
そ

の

一
方

の
教
久
を
基
久

と
し
て
物
語
化
し
た

の
は
、
基

久
に

遁
世

出
家
を

主
題
に
す
る
和
歌

が
存
在

し
た
の
が

一
つ
の
契
機

で
あ

る
こ
と

、
な
ど
を

述

べ
た
。
ま
た
帥
宮
詠
と
さ
れ

る
歌

は

『兼
好

法
師
家
集
』

の

一
首
と

関
連

あ
ろ
う
か

と
推

さ
れ
、
ま
た
貞

(定
)
久

・
教
久

の
交

替

の
年
代
か
ら
考
え

て
、
本

話
は
観
応

・

文

和
年
間

(
晶
三
五

〇
1

五
五
)
以
降

に
生
成
さ
れ
、

『
太
平
記
』

で
は
そ

れ
を

建
武

年

間
頃
の
物

語
と
し
て
設
定
し
た
と
思
わ
れ
る
。

は
じ
め
に

建
武

の
新
政
が
瓦
解
し
た
後
、
足
利
尊
氏

・
新
田
義
貞

の
抗
争
は
、
建
武
三
年

(
=
二
三
六
)
正
月
の
京
都
合
戦
で

一
ま
ず
新
田
方
の
勝
利
に
落
ち
着
き
、
尊
氏

は
九
州
へ
の
が
れ
る
。
比
叡
山
の
行
宮
に
在

っ
た
後
醍
醐
天
皇
は
京

へ
還
幸
、
花

山
院
の
皇
居
に
入
る
。
『太
平
記
』

の
多
く
の
本
は
、
標
題
の
章
段
を
巻
十
五
の

末
尾
に
置
く
。
次
に
粗
筋
を
示
す
。

一
旦
の
平
和
に
よ
り
、
賀
茂
神
主
は
尊
氏
が
推
し
た
基
久
か
ら
、
公
家
の
推

挙
に
な
る
貞
久
に
還
補
さ
れ
た
。
基
久
解
任
の
理
由
は
、
彼
の
娘
を
め
ぐ
る

宮
々
の
確
執
に
あ
る
。
帥
宮

・
伏
見
宮
の
求
愛
を
受
け
た
基
久
女
は
、
帥
宮

の
和
歌
に
心
ひ
か
れ
る
。
宮
の
迎
え
の
車
が
到
着
し
た
時
、
基
久
が
帰
宅
し

て
事
情
を
知
り
、
立
太
子
の
可
能
性

の
高

い
伏
見
宮
に
娘
を
お
く
る
。
帥
宮

は
こ
れ
を
根
に
持
ち
、
即
位
後
、
基
久
を
解
任
、
こ
の
後
政
権
交
代
の
度
に

基
久

・
貞
久
は
補
任

・
退
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
れ
に
世
の
無
常
を
悟

っ
た
基
久
は
出
家
す
る
。

小
稿
で
は

い
く

つ
か
の
要
素
を
め
ぐ
り
、
本
話
が
あ
り
得
た
話
か
否
か
に
焦
点
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を
あ
て
つ
つ
注
解
の
補
訂
を
行
い
た

い
。

二
宮
を
め
ぐ

っ
て

こ
の
種
の
恋
愛
諜
に
お
い
て
人
物
を
特
定
す
る
こ
と
に
何
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る

の
か
と
の
疑
念
は
あ
る
が
、
当
時
の
読
者
が
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
人
物
を
探
る
の

は
、
必
要
な
手
続
き
の

一
つ
に
違
い
な
い
。
ま
ず
基
久
女
を
争

っ
た
宮

々
が
誰
な

の
か
に
関
し
て
、
『太
平
記
』
の
当
該
部
分
を
示
す
。

P

そ
の
比
先
帝
は
、
い
ま
だ
帥
宮

に
て
御
座
し
、
幽
か
な
る
御
す
ま
ひ
な
り

　

〔B
〕
。
今

の
法
皇
は
伏
見
院
第

一
の
皇
子
に
て
、
春
宮
に
立
た
せ
給
ふ
べ
し

　ユ
　

と
、
時
め
き
あ

へ
り
。

(圖
66
頁
)

2

西
源
院
本
は
傍
線
部
A
を

「当
今
」

と
し
て
、
神
田
本

・
松
井
本

・
玄
玖
本

・
流

布
本
等
は

〔B
〕
に

「是
ハ
後
宇
多

院
第
ニ
ノ
皇
子
後
醍
醐
ノ
天
皇
ト
申
シ

・
御

事
也
」

(神
田
本
)
が
入
る
。
南
都
本
系
諸
本
は
傍
線
部
C
を

「後
伏
見
院
」
と

す
る
。

さ
て
、
二
宮
の
う
ち
前
者
の
帥
宮

が
後
醍
醐
天
皇
を
さ
す
こ
と
は
動
く
ま

い
。

後
醍
醐
は
嘉
元

二
年

(
=

二
〇
四
)

三
月
七
日
、
十
七
歳

で
帥
宮

に
任
じ

(『公
卿
補
任
』
)
、
徳
治
二
年

(
=
二
〇
七
)
五
月
十
五
日
、
中
務
卿

に
就

い
て

い
る

(『実
躬
卿
記
』
)。
B
の
異
文
は
注
記
の
本
文
化
で
あ
ろ
う
。

一
方
の

「今
の
法
皇
」
が
誰
な
の
か

は
、
持
明
院
統
の
皇
流
で
あ
る
の
は
と
も

か
く
、
歴
史
的
な
事
実
に
比
す
る
と
問
題
が
多

い
。
早
く
に

『参
考
太
平
記
』
が

三
人
の
名
を
あ
げ
、
各
々
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
の
で
、
注
を
加
え

つ
つ
紹
介
し

　

　

て
お

く

(刊
本
49

.
49
頁
)。
こ
の
法
皇
を
後
伏
見
天
皇
ど
す
る
と
、
正
応
二
年

(
一
二
八
九
)
二
歳
で
東
宮
に
立
ち
、
永
仁
六
年

(
一
二
九
八
)
十

一
歳
で
即
位
、

正
安
三
年

(
=
二
〇

一
)
十
四
歳
で
譲
位
す
る
。
従

っ
て
彼
が
女
を
慕
う
の
は
譲

位
後

の
は
ず
で
、
東
宮
の
有
力
候
補
と
い
う
設
定
に
矛
盾
す
る
。
ま
た
帥
宮
の
任

大
宰
帥

(
=
二
〇
四
)
は
後
伏
見
の
譲
位
後
に
な
っ
て
し
ま
う
。
法
皇
を
後
伏
見

弟

の
花
園
天
皇
と
み
る
と
、
正
安
三
年

(
=
二
〇

一
)
五
歳
で
皇
太
子
と
な
り
、

『太
平
記
』

の
叙
述
に
従
え
ば
三
、
四
歳
で
女
を
慕
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
後
伏

見
皇
子
の
光
厳
天
皇
を
想
定
し
て
も
、
後
醍
醐
が
帥
宮
の
時
に
は
未
生
で

(正
和

二
年
、

=
二
=
二
生
)
、
こ
れ
も
話
が
合
わ
な

い
。

こ
の
よ
う
に

『太
平
記
』
の
記
事
と
宮
々
の
経
歴
と
を
対
比
す
る
と
何
れ
に
も

矛
盾
が
生
じ
、
本
話
は
物
語
的
虚
構
の
産
物
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し

一
人

の
女
性
を
争
う
と
な
る
と
、
常
識
的
に
は
年
齢
が
近
い
と
い
う

の
が
有
力
な
前
提

に
な
る
は
ず
で
、
こ
の
条
件
に
該
当
す
る
法
皇
は
、

一
方
の
後
醍
醐
と
同
年
生
れ

(正
応
元
年
、

一
二
八
八
)
の
後
伏
見
院
し
か
い
な

い
。
花
園
は
九
歳
の
、
光
厳

は
二
十
五
歳
の
年
下
で
論
外
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
当
時

の
享
受
者
は
後
醍
醐
対
後

伏
見
の
、
二
十
歳
前
後

の
若

い
頃
の
物
語
と
し
て
受
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

二

賀
茂
神
主
に
つ
い
て

次
に
改
補
さ
れ
た
神
主
に
つ
い
て
、
『太
平
記
』
の
文
脈
か
ら
は
基
久
に
は
尊

氏

(武
家
)
の
、
貞
久
に
は
後
醍
醐

(公
家
)
の
支
持
が
あ

っ
た
と
理
解
で
き
る
。

大
系

・
集
成
の
注
は
、
『安
斎
随
筆
』
二
十
三
に
よ

っ
て
、
賀
茂
の
社
職
百
六
十
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一
家
の
う
ち
、
上
職
に
七
家
あ
り
、
基
久
は
森
家
で
貞
久
は
松
下
家
だ
と
す
る
。

新
編
の
頭
注
二

一
(圖
鰯
頁
)
で

「た
だ
し

『賀
茂
社
家
系
図
』
(神
道
大
系

・
賀

茂
)
で
は
確
認
で
き
な
い
」
と
し
た

の
は
舌
足
ら
ず
で
、
基
久
が
森
家
に
属
す
る

こ
と
を
確
認
で
き
な
い
、
の
意
で
あ
る
。
さ
て
基
久

・
貞
久
は

『賀
茂
社
家
系
図
』

第
五
久
之

一
流
の
中
に
、
年
代
的
に
み
て
候
補
と
な
り
得
る
人
物

(太
字
)
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ワ
ノ

　
り

(『神
道
大
系

.
賀
茂
』
40
～
41
頁
か
ら
作
成
。
名
前
の
右

の
数
字
は
後
述

『社
務
補
任
記
』
に
よ
る
神
主
代
数
)

久
宗

氏久一
遠
久一

久

議
判
騨

信
瞬

轍

久
雄

…

⊥

糊

∴
荊
細血

ハ久

(尻
付
注
記
)

*
A

(基
久
)

四
品

神
主
十

ヶ
年

嘉
元
三
年
太
田
祝

歌
人

新
千
載

新
拾
遺
集
等
作
者

*
B

(定
久
)

　　
　

従
三
位

神
主

一
ヶ
年

貞
イ

(「定
」

の
右
に
)

歌
人

新
後
拾
遺
作
者

続
千
載

続
後
拾
遺

延
慶
三
年
太
田
禰
宜

定
久
は
尻
付
の
異
文
か
ら

「貞
久
」
と
も
表
記
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
名

前
の
上
か
ら
は
こ
の
叔
父

・
甥
の
話
か
と
思
わ
れ
る
が
、
系
図
以
外
の
資
料
が
欲

し
い
所
で
あ
る
。

こ
こ
で
賀
茂
別
雷
神
社
の
歴
史
を
み
る
上
で
有
力
な
資
料
と
さ
れ
る

『社
務
補

　ヨ
　

任
記
』
を
と
り
あ
げ
る
。
以
下
、
須
磨
千
頴
氏
の
解
題
か
ら
引
用
す
る
。

(本
書
は
)
賀
茂
別
雷
神
社
の
歴
代
の
社
務
の
補
任
次
第
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

任
期
中
の
主
な
出
来
事
に
つ
い
て
筆
録
し
た
も
の
で
、
天
長
二
年

(八
二
五
)

に
死
去
し
た
と
さ
れ
る
男
床
に
始
ま
り
、
応
永
三
十
五
年

(正
長
元
、

一
四

二
八
)
退
任

の
資
久
ま

で
、
約
六
〇
〇
年
間
の
記
事
か
ら
成

っ
て
い
る
。

(中
略
)
こ
の
記
録
の
作
成
者
は
賀
茂
別
雷
神
社
の
社
司
か
氏
人
の

一
員
で

'
あ

っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
原
本
の
作
成
年
代
は
記
事
が
終
わ

る
応
永
末
年
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
本
書
の
記
事
の
信
懸
性
に
つ
い
て
は
、
他
の
記
録
類
に
当
該
の
記
事
が
み
ら

　　
　

れ
る
こ
と
か
ら
、
充
分
に
保
証
さ
れ
る
も

の
と
い
う
。
南
北
朝
時
代
で
は
、
五
十
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九
代
定
久
が
、
南
朝
方

の
意
思
に
よ

っ
て
正
平
六
年
十

一
月
十
八
日
に
復
任
、
の

ち
に
退
任
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は

『園
太
暦
』
観
応
二
年
十

一
月
二
十
日

・
二

十

一
日
条
お
よ
び
同
三
年
四
月

一
日
条
に
み
え
る
こ
と
、
ま
た
文
和
四
年
八
月
二

十
七
日
の
社
務
氏
人
同
士
の
刃
傷
事

件
は
、
同
じ
く

『園
太
暦
』
同
月
二
十
九
日

条
に
確
認
で
き
る
こ
と
、
等
が
解
題
に
示
さ
れ
て
い
る
。
他
に
少
し
く
例
示
す
れ

ば
、
『社
務
補
任
記
』
七
十
三
代
宗
平

の
項
に
、

貞
治
二
年
後
正
月

一
日
之
未
明
、
社
頭
ノ

一
番
ノ
行
水
ノ
時
、
湯
屋
ノ
西
ノ

　　
ロ

針

貫
之
外

二
死
人
出
来
シ
タ
リ
ト
テ
、
朔
講
之
氏
人
等
サ
ワ
キ
ア
ヱ
リ
、

夜
ノ
ア
ク
ル
ニ
シ
タ
カ
イ
テ
人

ニ
ミ
ス
レ
ハ
、
四
郎
太
夫
ト
申
ス
氏
人
也
、

一
族
ノ
事
ナ
ル
ニ
ョ
リ
、
ヤ
カ
ラ
社
家
ヨ
リ
シ
孝
養
ナ
ン
ト
モ
取
沙
汰
セ
ラ

ル
、

(73
頁
上
)

と
あ
る
事
件
は
、
『師
守
記
』
同
年
二
月
十
五
日
か
ら
触
稼
の
件
が
問
題
に
な

っ

た
と
す
る
記
事
に
照
応
す
る
。
ま
た
応
安
四
年
四
月
十

一
日

(久
澄
の
代
)
の

「棚
尾
社
ノ
前
ノ
キ
タ
橋

ヨ
リ
ス
コ
シ
下
ヘ
ノ
キ
テ
小
死
人
手
ア
リ
」
、
「五
体
不

旦
ハナ
リ
ト
テ
汚
繊
ナ
シ
」
と
あ
る
件

は
、
『後
愚
昧
記
』
同
年
四
月
十
五
日
条
に

よ

っ
て
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
例
は
他
に
も
い
く

つ
か
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
そ
れ

ぞ
れ
に
興
味
深

い
問
題
を
提
供
し
て
も
く
れ
る
の
だ
が
、
と
ま
れ

『社
務
補
任
記
』

の
史
料
的
価
値
の
高
さ
を
証
す
る
も

の
で
あ
る
。
次
に

『社
務
補
任
記
』
に
従

っ

て
、
『太
平
記
』
の
記
事
と
関
連
し
そ
う
な
年
代
の
歴
代
神
主
を
列
挙
す
る
。

代

名
(
父

祖)

補
任年

時

年
齢

期
間

退
任事

由

49

基
久(
経
久)

元応

元

年
(
一

三
一

九)

八
月
十
二

日

四
十
七

十
年

50

能
雄
(
能
季)

元徳

元

年
(

=
二
二
九)
八
月
三
十
日

六
十
六
一

年

51

信
久(
遠
久)

元
徳
二

年
(

=
二一
二
〇)

八
月
十
三

日

五
十
三

二
年

52

惟
久(
久
宗)

元
弘
二

年
(
一

三
三
二)
二

月
二

十
四
日

四

十
一

一

年

53

信
久鳥

還
補

元
弘
三
年
(
一

三
三
三)

五

月
十
九
日

五
十
六

二
年

54

定
久
(
忠
久)

建
武
二

年
(

=
二一
二
五)

五
月
十
一

日

四
十
二

二
年

55

教
久(遠

久)

建
武
三
年
(
一

三
三
六)

八

月十

二
日

五
十三

六
年

56

員
平
(
近平

)

康
永
元

年(

=
二
四
二
)

六
月
十
三
日

五
十
二

四年

57

教
久

還
補

貞和

二

年
(
一

三
四
六)

十
月
二

十
二

日

六
十三

五
年

58

久
俊(久

宗)

観
応
二

年
(
一

三
五
一
)
二

月
十
五

日

五
十

九
ケ

月

世
上
之遷

替

59

定
久

還補

正
平
六年

(

=
二
五
一
)

十
一

月
十
八
日

五
十
八

五
ケ

月

世上

之御

遷
替

60

員
平

還補

観
応
三
年
(

=
二
五
二)

三

月
二
十
八
日

六
十
二

四
ケ

月

61

雅
久(師

久)

観
応
三
年
(

=
二
五
二)

八

月
一

日

五
十
五

十
ケ

月

62

教
久

三
度

文
和
二
年
(

=
二
五
三)

五
月
二

十
九
日

七
十

二

十
日

天
下
之変

化

63

定
久

三
度

正
平
八年

(
一

三
五
三)

六
月
十
九
日

六
十

三
+
七
日

天
下
転変

64

教
久

四
度

文
和
二
年
(
一

三
五
三)

七
月
二

十
八
日

七
十

一

年

65

国
久
(
教久

)

文
和
三
年
(

=
二
五
四)
後
+
月
二
+
九
日

四
十
五
一

年

66

近
久
(信

久)

文
和
四
年
(
一

三

五
五)

十
一

月十

九
日

1

七
ケ

月

67

久
俊

還補

延
文
元
年
(

=
二
五
六)

六
月
十
四
日

五
十
五

九
ケ

月

68

雅
久

還補

延
文
二
年
(
一

三
五
七)
三

月
十
四

日

六
十

四
十
日

69

員
平

三
度

延
文
二
年
(
一

三
五
七)

四
月
二

十
五
日

六
十
七
一

年

70

教
久

五
度

延
文
三

年
(
一

三
五
八)

九

月五

日

七
十
五

四
年

世
上
之
転変

71

敏久

(信

久)

正
平
十
六年

(

=
二
六
一
)
+
二
月
+
二
日

四
十
五

十
八
日

72

教
久

六
度

康
安
二
年
(
一

三
六
二
)

正
月
四
日

七
十
九

五
ケ

月

・
『社
務
補
任
記
』
の
誤
脱
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、校
訂
者
の
注
記
に
従
っ
た
。

・
紙
幅
の
都
合
で
、解
官
の
年
時
は
省
略
し
た
が
、
原
則
と
し
て
後
任
者
の
補
任
時

に
同
じ
。

・
名
の
太
字
は
還
任
者
。
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こ
の
表
か
ら
神
主
の
改
補
が
甚
だ
し

い
こ
と
が
ま
ず
確
認
で
き
る
。
特
に
五
十

七
代
教
久
か
ら
六
十
三
代
定
久
の
辺
は
長
く
て
も
数

ヶ
月
で
改
補
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
観
応
の
擾
乱
か
ら
正
平
の

一
統

に
か
け
て
の
政
変
に
絡
む
も
の
と
言
え
よ

う
。
例
え
ば
、
五
十
九
代
定
久
の
頃
に
は
、

　観
応
二
年
十

一
月

二
世
上
転
変
之
間
、
不
レ
用
二
観
応
二
年

一正
平
六
年
ト
号

ス
、
南
方
依

二賀
名
生
殿

一御
治

天
也
、
然
間
百
官
悉
可
レ
為
二
建
武
例

一之
由

　

被
レ
仰
訓
下
之
一畢
、
依
レ
之
定
久
卿
、
正
平
六
年
十

一
月
十
八
日
、
於
二
南
方

御

所

一
、

任

二
建

武

例

一如

レ
元

可

レ
為

二
神

主

一之

旨

被

二
心旦
下

一畢

、

五

十

八

、

但

非

二
還

補

之

儀

一
ト

テ

不

レ
申

二
拝

賀

一、

不

レ
改

二
御

礼

一而

奉

レ
入

二
印

鐙

一
、

C

D

此
定
久

ハ
上
階
之
間
、
出
仕
ノ
時

ハ
毛
車

ニ
テ
シ
チ
ヲ
フ
マ
ル
、
但
翌
年
正

平
七
年
自
二
三
月
一、
天
下
変
化
之
間
、
不
レ
用
二正
平
七
年
一号
二観
応
三
年

一、

三
月
廿
八
日
二
被
レ
退
二社
務
職

一畢
、
依
二
世
上
之
御
遷
替
一也
、
治
五
ケ
月
、

(返
点
は
私
に
付
す
)

と
あ
る
。
傍
線
部
A
は
、
足
利
尊
氏
が
直
義
追
討
の
た
め
に
関
東

へ
向
け
て
京
を

発
ち
、
こ
の
間
に
南
朝
方
が
北
朝

の
崇
光
天
皇
を
廃
し
た
正
平
の

一
統
を
さ
す
。

同
年
十

一
月
十
八
日
に
定
久
が
南
方
御
所
に
お
い
て
神
主
に
補
任
さ
れ
た
と
い
う

傍
線
部
B
に
関
し
て
は
、
須
磨
氏
も
解
題
で
指
摘
し
て
い
る
が
、
『園
太
暦
』
同

年
十

一
月
二
十
日
条
に
師
治

(中
原
氏
か
、
大
儒
)
か
ら
の
情
報
と
し
て

「賀
茂

定
久
、
今
日
乗
燭
之
後
入
来
、
此
問
砥
コ
候
南
山
一、
奉
二社
務
一、
只
今
入
二賀
茂

一

云
々
」
と
あ
る
記
事
に
よ

っ
て
確
認

で
き
る
。
同
記
二
十

一
日
条
に
よ
れ
ば
、
前

任
者
で
あ
る
五
十
八
代
久
俊
が
公
賢
邸
を
訪
れ
、
定
久
は

「南
山
勅
裁
」
で
補
さ

れ
た
こ
と
、
現
職
の
社
司
光
久

・
新
平

・
音
平

・
音
久
等
が
解
任
さ
れ
、
代
り
に

久
香

・
守
久

・
熈
久

・
兼
久

・
治
久
ら
が
就
任
し
た
こ
と
な
ど
を
公
賢

の
簾
前
で
.

話
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
日
、
五
十
七
代
教
久
の
使
と
し
て
息
国
久
も
公
賢
を
訪

れ

「失
二面
目
一之
次
第
」
と
愁
え

て
い
る
。
北
朝
寄
り
の
神
主
ら
が
有
力
公
卿
で

あ
る
公
賢

の
許
に
入
れ
か
わ
り
立
ち
か
わ
り
参
入
、
今
回
の
南
方
の
措
置
に
つ
い

て
嘆
き
訴
え

て
い
る
様
が
目
に
浮
か
ぶ
。
南
朝
に
よ

っ
て
補
任
さ
れ
た
定
久
に
つ

い
て
の
、
傍
線
部
C
の
叙
述
は
彼
の
は
ぶ
り
の
良
さ
を
伝
え
る
も
の
だ
が
、
そ
の

栄
耀
も
長
く
は
続
か
な
い
。
傍
線
部
D
は
、
南
軍
が
八
幡
の
合
戦
で
足
利
義
詮
軍

に
敗
れ
賀
名
生
に
退
い
た
件
に
符
合
す
る
。

定
平
が
解
任
さ
れ
た
後
、
六
十
代
員
平
が
就
任
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
公
賢
は

「是
武
家
沙
汰
鰍
、
如
レ此
祠
官
非
二
勅
裁
一之
条
、
新
儀
鰍
、
神
慮
如
何
」
(『園
太

暦
』
観
応
三
年
四
月

一
日
条
)
と
危
ぶ
ん
で
い
る
。
七
十

一
代
教
久
の
補
任
は
、

細
川
清
氏
の
謀
反
に
絡
み
南
軍
が
京
に
迫
り
、
義
詮
が

一
時
近
江
に
の
が
れ
た
政

変
に
関
係
す
る
。
こ
の
よ
う
に
神
主

の
地
位
は
、
時
の
政
治
動
向
と
密
接
に
連
動

し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

さ
て

『太
平
記
』
の
基
久

・
貞
久

(定
久
)
を
前
掲

一
覧
の
中
の
両
名
と
想
定

し
て
よ
い
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
後
者
の
定
久
は
大
覚
寺
統
の
支
持
を
受
け
、

南
朝
復
権
の
度
に
神
主
に
就
い
て
い
る
。
彼
が
初
回
に
神
主
と
な
っ
た
五
十
四
代

の
条
に
は
、
建
武
三
年
六
月
、
東
寺
を
拠
点
に
し
た
足
利
方
の
軍
勢
が
賀
茂
社
に

乱
入
し
よ
う
と
し
、
こ
れ
を
説
得
し
か
ね
た
定
久
は
、
叡
山
の
行
宮
に
在

っ
た
後

醍
醐
天
皇
の
許
に
参
じ
た
と
あ
る
。
こ
の
件
で
後
醍
醐
は
、
鞍
馬
寺
衆
徒
に
対
し
、

賀
茂
社
乱
入
の
徒
を
防
ぐ
よ
う
命
じ
て
い
る

(建
武
三
年
六
月
二
十
六
日
付
鞍
馬

寺
文
書
)
。
定
久
と
後
醍
醐

の
紐
帯

の
強
さ
を
示
す
材
料
と
言
え
よ
う
。
ま
た
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『太
平
記
』
に

「か
れ
眉
を
開
く
事
わ

つ
か
に
二
十
日
を
過
ぎ
ざ
る
に
、
天
下
ま

た
反
覆
せ
し
か
ば
」
と

い
う
文
言
が
あ
り
、
こ
れ
は
基
久
に
関
す
る
も
の
で
、
文

飾
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
六
十
二
代
教
久

・
六
十
三
代
定
久

・
六
十
八
代
教
久

・

七
十

一
代
敏
久
ら
の
短

い
任
期
は
こ
れ
に
近
く
、
現
実
を
意
識
し
た
表
現
と
理
解

で
き
る
。
さ
ら
に
定
久
は
三
度
神
職

に
任
じ
て
お
り
、

基
久

・
貞
久
わ
つ
か
に
三
、
四
年

が
中
に
、
三
度
補
せ
ら
れ
、
三
度
改
め
ら

る
。

(囮
69
頁
)

2

と
い
う
叙
述
に
も
か
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
基
久
の
方
は
ど
う
か
と
い
え
ば

『社
務
補
任
記
』
に
よ
る
限
り
否
定
的

に
見
ざ
る
を
得
な
い
。
四
十
九
代
基
久
は
元
応
元
年

(
=
一二

九
)
八
月
十
二
日

補
任
、
十
年
間
務
め
た
後
、
元
徳
元
年

(
=
ご
二
九
)
八
月
三
十
日
解
官
、
五
十

七
歳
で
あ
る
。
建
武
の
内
乱
以
前
に
辞
し
て
定
久
よ
り
二
十
歳
の
年
長
、
し
か
も

任

一
回
の
み
で
前
引

の
表
現
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
彼
が
登
場
す
る
理
由
に
つ
い
て

は
後
述
し
た

い
。

定
久
と
近

い
時
期
、
複
数
回
神
主
と
な
り

「1
久
」
の
名
を
持

つ
人
物
は
、
教

久

・
雅
久

で
あ
る
が
前
者
の
方
が
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
教
久
は
六
回
補
任
さ
れ
、

例
え
ば
三
回
目
の
六
十
二
代
の
項
に
は
、

同
年

(文
和
二
年
)
六
月
、
依
二
天
下
之
変
化

一不
レ用
二
文
和
二
年
号
二
正
平

八
年
一、
六
月
十
九
日
被
レ退
二社

務
職
一、
〔依脱
力〕
南
方
御
治
天
也
、

と
あ
り
、
彼
は
南
朝
方
に
よ

っ
て
解
任

さ
れ
て
い
る
。
六
十
四
代

(四
回
目
)

・

七
十
代

(五
回
目
)
の
項
に
も
同
趣
の
記
述
が
み
ら
れ
、
教
久
が
足
利
方
の
支
持

を
受
け
て
の
神
主
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭

で
あ
る
。
し
か
も
、
初
回
は
定
久
の
後
任
、

三
回
目
と
四
回
目
の
問
に
は
定
久

(六
十
三
代
)
が
補
任
し
て
お
り
、
前
引

『太

平
記
』
の
表
現
に
相
応
し
い
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
教
久
は
定
久
よ
り
も
十
歳
年

長
だ
が
話
と
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。

以
上
の
事
由
か
ら
、
現
実
に
あ

っ
た
定
久

・
教
久
の
神
主
交
代
劇
が

『太
平
記
』

の
準
拠
す
る
所
と
な

っ
た
と
想
定
し
て
み
た
い
。
と
な
る
と
、
文
和
二
年

(
=
二

五
三
)
の
頃
よ
り
後
に
本
話
は
生
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
節
で
検
討
し
た

後
醍
醐

・
後
伏
見
の
物
語
と
い
う
捉
え
方
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理

由
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
。
観
応

・
文
和
頃
の
、
政
治
的
理
由
に
よ
る
神
主

交
代
劇
を
、
少
し
く
時
代
を
遡
上
さ
せ
建
武
三
年
頃
に
設
定
し
た
の
は
、
女
性
に

係
る
私
怨
で
強
引
に
神
主
を
解
任
し
て
し
ま

っ
た
後
醍
醐
天
皇

へ
の
調
諌
の
物
語

と
し
て
構
成
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
文
和
年
間
の
神
職
交
代

の
時
代
は
、

後
醍
醐

(暦
応

二
年
崩
、

=
一ご
二
九
)

・
後
伏
見

(建
武
三
年
崩
、

=
二
三
六
)

は
既
に
故
人
で
、
本
話
の
よ
う
な
物
語
の
生
成
に
何
ら
支
障
の
な
い
状
況
に
な

っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

三

和
歌
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題

こ
れ
ま
で
取
り
あ
げ
た
賀
茂
基
久

・
定
久

・
教
久
は
い
ず
れ
も
勅
撰
集
に
入
集

し
て
い
る
歌
人
で
あ
る
が
、
中
で
も
確
認
で
き
る
基
久
詠
の
中
に
遁
世
を
主
題
に

　ら
　

し

た

歌

が

三
首

あ

る
。

　1
続

千

載

・
十

八

・
雑

下

(

題

し

ら

ず
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斯
て
身

の
憂
き
に
つ
け
て
も
厭

は
ず
は
げ
に
世
を
捨

つ
る
折
や
な
か
ら
ん

(
一
九
八
四
)

　2
新
千
載

・
十
八

・
雑
下

(

世
を
の
が
れ
て
の
比
よ
み
侍
り
け
る

世
を

い
と
ふ
心

の
奥
を
人
間
は
ば
う
き
事
し
げ
き
宿
と
こ
た

へ
む(二

一
〇
四
)

　3
新
拾
遺

・
二
十

・
雑
下

(

題
し
ら
ず

よ
し
あ
し
を
心
に
だ
に
も
捨
て
ぬ
れ
ば
同
じ
う
き
世
も
住
み
よ
か
り
け
り

(
一
八
六
八
)

　

　

こ
の
う
ち
ー
は
出
家
前
か
と
思
わ
れ
、
遁
世
の
決
意
を
詠
ん
だ
も
の
、
3
は
善

(

(

悪
の
判
断
を
心
の
中
だ
け
で
も
捨
て
て
し
ま

っ
た
ら
、
住
み
辛

い
世
も
住
み
や
す

　

く
な
る
、
と

い
う
こ
れ
も
出
家
願
望

の
逆
説
の
歌
と
い
え
よ
う
。
2
は
詞
書
か
ら

(

も
明
ら
か
に
出
家
後

の
歌
で
あ
る
。
和
歌
に
詠
ま
れ
る
内
容
を
す
べ
て
事
実
の
投

影
と
み
る
の
は
行
き
過
ぎ

で
あ
る
が
、
遁
世
の
場
合
、
こ
れ
を
虚
構
と
み
る
理
由

は
探
し
に
く

い
。
『太
平
記
』
作
者
は
、
理
由
は
と
も
か
く
基
久
遁
世
と
い
う
事

実
を
知

っ
て
い
た
。
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
基
久
の
和
歌
が
あ

っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
『太
平
記
』
の
中
で
基
久
が

「う
た
た
ね
の
」

の
歌
を
詠
ん
で

の
遁
世
し
た
、
と

い
う
設
定
に
し
て
い
る
の
は
、
歌
人
基
久
と

い
う
意
識
が
働

い

て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　　
　

次
は
旧
稿
で
簡
略
に
触
れ
た
が
、
帥
宮
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
、

数
な
ら
ぬ
み
の

・
を
山

の
夕
時

雨
つ
れ
な
き
松
は
降
る
か
ひ
も
な
し

の
歌
に
つ
い
て
、
大
系
の
頭
注
は
次
の
二
首
を
引
く
。

　A
新
古
今

・
十
五

・
恋
五

(

読
人
し
ら
ず

伊
勢

思
ひ
出
つ
や
み
の
の
を
山
の

一
つ
松
契
り
し
こ
と
は
い
つ
も
忘
れ
ず

(
一
四
〇
八
)

　B
続
千
載

・
十
五

・
恋
五

(

弘
安
百
首
歌
た
て
ま

つ
り
け
る
時

前
大
納
言
為
氏

忘
ら
る
る
み
の
の
を
山
の
つ
れ
な
く
も
ま

つ
と
き
か
れ
ん
名
こ
そ
惜
し
け
れ

(
一
五
五

一
)

　A
は
歌
枕

「美
濃
の
御
山
」
を
詠
む
代
表
的
な
歌
だ
が
、
帥
宮
歌
と
は
ほ
ぼ
二
句

(

　

程
が

一
致
す
る
B
の
方
が
近
い
。
さ
ら
に
、

(

　C
兼
好
法
師
家
集

・
二
四
三
番

(

お
も
ひ
を
の
ぶ

数
な
ら
ぬ
み
の
・
を
山
の

一
つ
松
ひ
と
り
さ
め
て
も
か
ひ
や
な
か
ら
ん

　

と
は
傍
線
を
付
し
た
三
句
分
近
く
が
重
な
る
。
C
は
述
懐
の
歌
で
、
帥
宮
歌
は

(

「数
な
ら
ぬ
身
」
を
自
分
に
、
「
つ
れ
な
き
松
」
を
女
に
見
立
て
た
恋
歌
と
い
う
相

違
は
あ
る
が
、
両
者
が
全
く
無
関
係
に
出
来
た
と
も
言

い
切
れ
な
い
。
『兼
好
法

師
家
集
』
の
成
立
は
貞
和
三
年

(
=
二
四
七
)
頃
と
さ
れ
、
集
の
流
布
状
況
は
未

　　
　

詳
で
あ
る
が
、
『太
平
記
』
作
者
が
兼
好
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
、
巻
二
十

一

の
塩
治
判
官
の
妻

へ
の
艶
書
代
筆

の
件
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
前
節
で
推
測
し
た

よ
う
に
本
段
の
話
が
文
和
二
年

(
二
二
五
三
)
以
降
の
生
成
で
あ
る
な
ら
ば
、
家

集
成
立
後
六
年
ほ
ど
経

っ
て
い
る
。
『太
平
記
』
作
者
の
和
歌
に
対
す
る
関
心
は
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並

々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
何
ら
か

の
形
で
兼
好

の
家
集
の
存
在
を
知
る
所
と
な

　

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
C
の
歌
を
意
識

し
つ
つ
、
作
者
が
帥
宮
歌
を
仕
立
て
た
と
す

(

る
の
は
想
像
に
過
ぎ
よ
う
か
。

さ
て
、
そ
の
和
歌
で
基
久
女
の
心
を

つ
な
ぎ
と
め
た
と
確
信
し
た
帥
宮
は
迎
え

の
車
を
お
く
る
。
と
こ
ろ
が
基
久
の

一
言
で
女
は
伏
見
宮

の
方

へ
入
内
す
る
。
そ

う
し
た
事
情
を
全
く
知
ら
ず
、
読
者
か
ら
み
れ
ば
帥
宮
は
ぬ
か
喜
び

の
状
態
に
置

か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

帥
宮
は
か
か
る
事
と
は
露
も
お
ぼ
し
寄
ら
ず
、
さ
の
み
や
は
と
今
日
の
御
頼

み
に
昨
日
の
憂
さ
を
か

へ
て
、
度
々
御
便
り
あ
り
け
る
が
、

と

い
う
叙
述
の
傍
線
部
が
、
『玉
葉
集
』
十

・
恋
二
の
、

待
恋

院
御
製

さ
の
み
や
と
今
日
の
た
の
み
に
思
ひ
な
せ
ば
昨
日
の
う
さ
ぞ
今
は
う
れ
し
き

(
=
二
八
九
)

の
歌
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
早
く
大
系

の
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。
こ
の
院
は
後
伏
見

院
の
父
伏
見
院
で
あ
る
。

一
旦
、
勝
ち
誇

っ
て
い
る
帥
宮
の
様
子
を
描
く

の
に
、

対
抗
す
る
後
伏
見
院

の
父
の
、
し
か
も
伏
見

・
後
伏
見
父
子
の
下
命
に
成
る
勅
撰

集
で
あ
る

『玉
葉
集
』
(正
和
元
年
、

=
一二

二
成
立
)
に
入
集
し
た
歌
を
引
歌

と
し
て
使
う

の
は
、
帥
宮
に
対
す
る
相
当
な
皮
肉
で
は
あ
る
ま

い
か
。
こ
う
し
た

　　
　

や
り
口
は
他
に
も
例
が
あ
る
。
こ
れ
も
旧
稿
で
僅
か
に
ふ
れ
た
が
、
巻
四

「隠
州

府

の
嶋
皇
居
の
事
」

で
隠
岐
配
流
後

の
後
醍
醐
天
皇
の
日
常
を
次

の
よ
う

に
描

く
。

夜
の
を
と

"
に
入
ら
せ
給
ひ
て
も
、
露
ま
ど
ろ
ま
せ
給
ふ
事
も
な
し
。
萩
の

戸
の
明
く
る
を
ま
ち
し
朝
政
無
け
れ
ど
も
、

(国
30
頁
)

2

こ
の
傍
線
部
は
、
大
系
以
下
が
指
摘
す
る
よ
う
に

『続
後
拾
遺
集
』
十
六

・
雑
の
、

上
の
を

の
こ
ど
も
三
首
の
歌
を

つ
か
う
ま

つ
り
し

つ
い
で
に
、
朝
草
花

御
製

露
よ
り
も
な
ほ
事
し
げ
き
萩
の
戸
の
明
く
れ
ば
急
ぐ
朝
ま
つ
り
ご
と

(
一
〇
九
八
)

と

い
う
歌
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
作
者
は
政
務
に
精
励
す
る
様
子
を
詠
ん
だ
後
醍

醐
天
皇
の
歌
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
上
で
、
朝
政
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
帝
の
不
如

意
を
叙
述
す
る
場
面
で
引
歌
と
し
て
使
う
。
し
か
も
当
該
歌
は
後
醍
醐
天
皇
が
撰

集
を
下
命
し
た
勅
撰
集
に
載
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
の
背
後
に
は
、
後
醍

醐
に
対
す
る
何
が
し
か
の
意
図
的
な
も
の
が
あ
る
と
看
倣
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
現
象
は
、
他
に
も

い
く

つ
か
例
が
あ
り

『太
平
記
』
作
者
の
和
歌
の
利

用
は
、
単
に
歌
詞
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
歌
の
作
者
の
立
場
を
も
充
分
配
慮
し

た
上
で
行
わ
れ
て
お
り
、
批
評
的
精
神
の
発
現
の

一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(付
記
)

基
久
が
出
家
遁
世
す
る
決
意
を
示
し
た
、

う
た
た
ね
の
夢
よ
り
も
尚
あ
だ
な
る
は
こ
の
ご
ろ
見

つ
る
う

つ
つ
也
け
り

の
歌
は
、
『東
野
州
聞
書
』
に
、

一
、
宝
徳
元
年
九
月
始
の
比
満
元
朝
臣
の
歌
と
て
、
人
の
語
り
侍
り
し
に
、

う
た
た
ね
の
夢
よ
り
も
猶
あ
だ
な
る
は
年
月
み
つ
る
う

つ
・
な
り
け
り

曹
洞
宗
、
是
を
用
て
も
て
あ
つ
か
ふ
由
申
す
。
(歌
学
大
系
五
、
35
頁
)

3
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と
、
ほ
ぼ
同
じ
歌
が
み
え
る
。
「年
月
」
を

「
こ
の
ご
ろ
」
と
読
め
ば
同

一
歌
で

あ
る
。
宝
徳
元
年

(
一
四
四
九
)
九
月
、
あ
る
人
が
満
元
朝
臣
の
歌
と
し
て
こ
の

歌
を
披
露
し
た
と
い
う
。
満
元
朝
臣
は
室
町
幕
府
の
管
領
細
川
満
元
で
、
彼
は
応

永
三
十
三
年

(
一
四
二
六
)
に
没
し

て
お
り
、
そ
れ
か
ら
二
十
数
年
後
、
『太
平

記
』
の
基
久
詠
が
、
な
ぜ
満
元
歌
と

さ
れ
た
か
は
判
ら
な
い
。
た
だ
基
久
の

「う

た
た
ね
の
」
の
歌
を
満
元
が
知

っ
て
お
り
、
そ
れ
を
ど
こ
か
で
披
露
し
た
の
が
説

伝
さ
れ
た
と
考
え
る
の
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
満
元
は
こ
の
歌
を

『太
平
記
』

で
知

っ
た
。
す
な
わ
ち

『東
野
州
聞
書
』
の
本
条
は
、
細
川
満
元
の

『太
平
記
』

享
受

の

一
徴
証
と
は
言
え
よ
う
。

す
　

梵
舜
本

『太
平
記
』
巻
三
十
九
の
本
奥
書
に
よ
れ
ば
、
日
下
部
宗
頼
は
宝
徳
元

年
八
月
に
細
河
右
馬
頭
殿
に
写
本
を
借
り
て
忽
卒
に
書
写
し
た
と
い
う
。
こ
の
右

馬
頭
は
満
元
の
息
持
賢
と
さ
れ
る
。
ま

た
西
源
院
本
は
細
川
氏
と
関
係
の
深
い
龍

安
寺
塔
頭
西
源
院
に
蔵
さ
れ
、
し
か
も

そ
の
原
本
は
、
満
元
が
管
領
に
就
任
し
た

応
永
十
九
年

(
一
四

一
二
)
以
降
、
同
職
辞
任
の
応
永
二
十
八
年

(
一
四
二

こ

以
前
に
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(『
西
源
院
本
太
平
記
』
解

題
)
。
こ
の
よ
う
に
満
元
と
そ
れ
に
近

い
時
代
、
細
川
氏
は

『太
平
記
』
古
写
本

(-o
)

と
深

い
関
係
を
有
し
て
お
り
、
満
元
が

『太
平
記
』

の
中
の
歌
を
享
受
し
た
の

は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

注

(
1
)
『
太
平
記
』

を
示
す
。

の
本
文

は
新
編

日
本
古
典
文

学
全
集

(
小
学
館
)

に
拠
り
、

冊

・
頁
数

(2
)
『
賀
茂
禰
宜
神
主
系

図
』
二

(賀

茂
県
主
同
族
会
所
蔵

、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

　

の
写
真

(
ニ
ー7
29
)
)

で
は
、

こ
の
後

に

「山

ノ
神
主
ト
号
」
が
入
る
。

　

(
3
)

須
磨
千
頴

「
賀
茂
別

雷
神
社

「社

務
補
任
記
」
」

(
『賀
茂
文

化
研
究
』

二
号

、

一
九

九
三
年
十

一
月
)
。
以

下
、
同
記

の
引
用
は

こ
の
翻
刻

に
よ
る
。

(
4
)
嵯

峨
井
建

「
中
世
上
賀
茂
神

社

の
神
仏
習
合
1

『賀
茂
社
家
系

図
』
と

『
神
務
補
任

記
』
を
中

心
に
ー

」

(岡

田
精

司
編

『
祭
祀
と

国
家

の
歴
史
学
』

二
〇
〇

一
年
四
月
、
塙

圭
旦
房
)
も

、
『
社
務
補
任
記
』

に

つ
い
て

「客
観
的

な
史
料

と
し
て
採
用
す
る

こ
と
は
何

ら
支
障
は
無

い
の
で
あ

る
」

(同
書

90
頁
)
と
す

る
。

2

(
5
)
和
歌

の
引
用

は

『新
編
国
歌
大
観
』

に
よ
り
適
宜
表
記
を
改
め
た
。

(
6
)
長
坂

「
天
正
本

『
太
平
記
』

の
成
立
-
和

歌
的
表
現
を

め
ぐ

っ
て
ー
」

(
長
谷
川
端

編

『太
平
記

の
世
界
』
〈
軍
記
文
学
研
究
叢
書

9
>
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
汲
古
書
院
)
。

(
7
)
稲

田
利
徳

『和

歌
四
天
王

の
研
究
ー
頓

阿

・
兼
好

・
浄

弁

・
慶
運
1
』

(
一
九
九
九

年

二
月
、
笠

間
書
院
)

に
よ
れ
ば

、
「
「
兼
好
自

撰
家
集
」

は
成
立
後
、
長

い
間
享
受

の

跡

が
辿

れ
な
」

い
と

い
う

(
16
頁
)。

6

(
8
)
注

(
6
)

に
同
じ
。

(
9
)
こ

の
人
物
を

『
草
根

集
』
詞
書

に
数

回
登
場
す
る
同
名

の
人
物
と
同
定
し

て
も

よ

い

だ

ろ
う
。
宗

頼
は
山
名

宗
全

に
仕

え
た

八
木

但
馬
守
宗

頼
で
、
但
馬

の
豪

族
日

下
部

氏

を

出
自

と
す

る
。
梵
舜

本
書
写

の
こ
と

に
は
触

れ
な

い
が
、
以
下

の
二
論
文

に
詳

し

い
。

下
田
英
郎

「
八
木
但

馬
守
宗
頼
と

和
歌
」

(
八
鹿
町
教
育
委

員
会
編

『史

跡
八
木
城

跡
』

第

四
節

一
九
九

四
年

二
月
)

・
片
岡
秀
樹

「
『
一
条
殿
御
会
源
氏
国
名
百
韻
』

の
詠

者

八
木
宗
頼

に

つ
い
て
」

(『
季
刊
ぐ

ん
し
ょ
』
三
九
号
、

一
九
九
八
年

一
月
)
。
前
者

の
論

考

の
存
在

に

つ
い
て
は
小
秋
元
段
氏

の
御
教
示

に
よ
る
。

(10
)
長
谷

川
端

「
『
太
平
記
』

諸
本
と
細

川
氏
」

(
同
編

『
太
平
記

の
世
界
』
〈
軍
記
文
学

研
究
叢
書
9

>
二

〇
〇
〇
年
九
月
、
汲
古
書
院
)
。
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以

下
は
論
旨
と
は
別

の
、
注
解

の
補
記
を
三
点
ほ
ど
記
す
。

〔補

記

一
〕

本
誌

二
十

八
号

の
前

稿

で
日
吉
社

の
神
官

祝
部
行
親

の
事

跡
に

つ
い
て
、

『
五
代
帝

王
物

語
』

(片
仮
名
本
系
統

)
を
書
写
し

て
い
る
こ
と
を
見
落
と

し
て

い
た
。
京
都
大
学

附
属
図

書
館
蔵
本

で
示
す
。

本
云
嘉
暦

二
年

八
月
廿

一
日
於
生

源
寺
西
窓

書
写
了

/
即
校
合

了
/
近
来

流
布
世
号

ス

五
代

記
云

々
/
文
和

三
年

五
月

七
日
以
祝

部
宿
禰
行

親
本
被
写

/
留
之
作

者
可
尋
者

乎

(和
泉
書
院

影
印
本

81
頁
)

こ
れ

に
よ
り

、
嘉
暦

二
年

(
=
二
二
七
)

八
月

二
十

一
日
、
坂
本

生
源
寺

に
お

い
て
同

書
を

書
写
し

た
こ
と

が
確

認

で
き

る
。
傍
線
部

以
下

の
文

和
三
年

(
一
三

五
四
)
五
月
七

日
の
書
写
者

は
、
行
親

か
ら
借
り

た
本
を
写

し
た

の
で
あ

ろ
う
。
行

親
は
延
文

元
年

(
一

三

五
六
)
九
月
ま

で
の
生
存

は
確
認

で
き

る

(前
稿

)
か
ら
で
あ
る
。

(付
記
)

こ
の
件

は
既

に
弓
削
繁

「
『
五
代
帝
王
物
語
』

諸
本
書
誌
解
題
」

(『
岐
阜
大
学
教

育
学

部
研
究
報

告

(人
文

科
学
)
』

三
六
巻

、

一
九

八
八
年

三
月

)
に
記
載

さ
れ
、

樋

口
大

祐

「
『
五
代
帝

王
物

語
』

の
成

立
背

景
-

王

権
的

秩
序

と
外

部

の
間
1

」

(
『国

語
と
国
文
学
』
七

三
巻
九

号
、

一
九
九
六
年

九
月
)

で
も
指
摘
済

み
で
あ
る
。

抜
刷
等

を
拝
読

し
た
は
ず

だ
が
見
落

と
し

て

い
た
。

不
明
を
恥

じ

つ
つ
両
氏

に
お

わ
び
申
し
上
げ

る
。

〔補
記

二
〕

巻
二

「
主
上
御
出
奔
師
賢
卿

天
子
号
の
事
」

で
、
後

醍
醐
天
皇
山
門
に
臨
幸

(実
は
身
替

わ
り

の
花

山
院
師
賢

)

の
報

に
接
し
、
諸

軍
勢
が

天
皇

方

へ
馳

せ
参
じ

る
場

面
、
次

の
よ

う

に
地
名

を
列
挙
す
る
。

'

山
上

・
坂

本

は
申
す

に
及
ば
ず

、
大
津

・
松

本

・
支

那

・
梢

浜

・
仰
木

・
衣

川

・

和
余

.
堅
田

の
者
ま

で
も
、
我
劣
ら
じ
と
馳
せ
参
る
。

(國
獅
頁
)

傍
線

部
は
諸

本
に
な
く

天
正
本
系

の
独
自
異
文

で
あ
る
。
新
編

は

「
こ
ず

ゑ

の
は
ま
」
と

ル
ビ
を
う
ち

、
場
所
を
未
詳

と
す

る
が
、
底
本

の
写
真
を
み

る
と
、

㌔
7召

梢
浜

(勉
誠
社
刊

『義
輝
本
太
平
記
」
ノ
』

88
頁
参

照
)

(

-
↓

と
あ

る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば

「
こ

の
は
ま
」
と
読
む

べ
き

で
、
ま
た
異

本

で
は

「今

浜
」
と

判
断

で
き

る
。
な
お
神

田
本

に
は
、

コ
ノ
ハ
マ

支
那
梢
浜

松
本

・
戸
津
比
叡
・
辻

(影
印
本
上
03
頁
)

1

と
あ

る
。
補
入
追

記

の

「梢

浜
」

に

「
コ
ノ

ハ
マ
」
と

ル
ビ
が
あ

る
。

原
態
神

田
本

の
性

格
か
ら
考
え

て
、
こ

の
追
記
は
天
正
本
系
本
文
に
よ
る
の
で
あ

ろ
う
。

「
こ

の
は
ま
」
と

読
め
ば

、
近
江
国

野
洲
郡
木
浜

(守

山
市
木
浜
町

)
に
あ
た
り

、
琵

琶
湖

最
狭

部

の
東
岸

、
古

来
対

岸

の
堅

田

へ
の
海

上
交

通

の
要
地

で
あ

る
。
建

武
三
年

(
=
一一三
六
)
七

月
四
日

の
足
利
直
義

軍
勢
催
促
状

に
は
、
小
笠
原
貞
宗

に

「勢
多
及
木
浜

辺
」

へ
の
出
陣

が
要
請

さ
れ

て
い
る

(勝
山
小
笠

原
文

書
、
『
大
日
本
史
料
』
六
-

三
、

066

頁
)
。

こ
の
地
名

は

『宗

長
日
記
』

に
は
数

回
み
え

、
天
文
年

間
成
立

の

『万
松
院
殿
穴
太

記
』
に
も

、

イ

　コ
ノ
　

　
イ

諸
軍
勢

は
、
瀬

田
、

唐
崎
、

志
賀
、

梢

浜
、
卯

木
、
衣

川
、
和
爾
、
堅

田
よ
り
う

ち
上
り

(新
校
類
従
本
)

と

あ
る
。

天
正
本

の
異

本

の

「今

浜
」
は
、
同

じ
野
洲
郡

に
あ

っ
た
室
町
期

の
荘

園
名
か

ら

の
地
名

で
、
野
洲
川
南

流

の
三
角

洲
上

に
位
置
す

る
。
木
浜

よ
り
わ
ず
か

に
北
東

寄
り

で
あ

る

(守
山
市
今
浜
町

)。

〔補
記

三
〕

正
平

の

一
統

が
破
れ
た
後

、
北
朝

の
光

厳
上
皇

・
光

明
上
皇

・
崇
光

天
皇

・
直
仁
親

王
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ら
が
南
朝

の
賀
名

生
に
拉
致

さ
れ

る
。

巻
三
十

一

「
茨
宮
御

即
位

の
事
」

に
京
都

で
は
異

例
づ
く

め

の
上

、
後

崇
光

天
皇

が
急
擦
位

に
即
く

(観
応

三
年

〈
=
二
五
二

〉
八
月
)
と

い
う
話
が
あ
る
。

こ
の
宮

を
ば
去
年

御
継
母
宣

光
門
院

の
御
計

ら
ひ
と
し

て
、
妙
法
院

の
門
跡

へ
御
入

室
あ

る

べ
し
と

て
、
す

で
に
御
出
家

に
成

し
奉

ら
ん
と

し
け

る
を

、
御
外
祖

母
広
義

門
院
女

院
よ
り

北
斗
堂
実

笄
法
印

に
御
占
を

問
は
せ
給

ひ
た
り
け

れ
ば
、
王
位

に
即

か
せ

玉
ふ

べ
き
御

相
御
座

す
由
を
勘

へ
申

し
た
り
け

る
間
、
実

し
か
ら
ず
と

は
思

し

食
し

な
が
ら
、

(中
略
)

観
応

三
年
八
月

十
七
日
、

俄
に
践
酢

あ
り

し
か
ば
兆
前

の
勘
文

に

一
言
も
違

は
ず
と

て
、
実
笄
法
印
忽
ち

に
若
干

の
恩
賞

に
預
か
り
け
り
。

(囚
20
頁
)

こ

の
実
笄
法
印

に

つ
い
て
は
未
勘

で
あ

っ
た
が
、

『後

深
心
院
関
白
記
』
延
文

元
年

(
=
二

五
六
)
七
月
六
日
条

に
、
次

の
記
事
が
あ

る
の
に
気
付

い
た
。

令

実

笄
法
印
行

拝
供

、

是
宿
陽
之

秘
密
云

々
、
今
年
余

依

為

太

=
疋
分
之
厄

主

二

一

レ

ニ

一

　

也
、
今
月
今

日
縁
日
也
云

々
、
名
香

.
布
施
等
送
レ
之

(大
日
本
古
記
録

一
78
頁
)

(

『
愚
管
記
』

の
名

の
方
が
通
行

し
て

い
る
同
記
は

関
白

近
衛

道
嗣

の
日
次

記
で
、
彼
は
延
文

元
年

に
は
従

一
位
右

大
臣

で
二
十

四
歳

で
あ

る

(『
公
卿
補
任
』
)
。
太

一
定
分

の
厄
と
は
、

陰
陽
道

で
天
災

・
兵
革
を

司
る
と
さ

れ
る
太

一
星

の
遊
行

の
方
位

に
基

づ
く
占
法

に
お

い

て
、
厄

に
相
当
す

る
年

で
あ

る
こ
と
を

い
う
。
実

笄
が
道
嗣

の
よ
う
な
高
官

の
厄
年

の
拝
供

と

い
う

職
掌
を
有

し

て
い
た
と
す

る
こ

の
記
事

は
、
若
宮

の
即
位

の
可
能
性
を

占
し
た
と

い
う

『
太
平
記
』

に
お
け

る
彼

の
像

に
重
な

る
。
北
斗
堂

に
関
し

て
は
頭
注

に
記
し
た
以

外
未
詳
だ

が
、
太

一
星
は
北
斗

の

一
星
と
も
さ

れ

(
『
書
言
字
考
』
)
、

北
斗

堂

の
称

に
相
応

し

い
と
は
言
え
る
だ

ろ
う
。
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